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改
憲
で
な
く
憲
法
を
生
か
そ
う

堂
々
と
享
受
で
き
る
福
祉
を

　
　
無
　
会
　
派
　
　
土
　
屋
　
の
り
こ
　
議
員

【
福
祉
】
①
報
道
で
は
、
全
世
帯
で

は
67
％
、
母
子
世
帯
で
は
38
％
が
減

額
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
国
か
ら
新
た
な

基
準
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
現

時
点
で
は
、
区
に
お
け
る
影
響
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
新
た
な
基
準
が
示
さ
れ
た
段
階
で
、

速
や
か
に
影
響
を
調
査
し
、
適
切
に

判
断
し
て
い
く
。

求
職
者
の
待
機
児
童
対
策
は

【
問
】
求
職
者
は
保
育
先
を
確
保
で

き
な
け
れ
ば
仕
事
を
探
す
こ
と
が
で

き
ず
、
家
庭
に
よ
っ
て
は
死
活
問
題

と
な
る
。
生
活
に
困
窮
す
る
求
職
者

に
対
し
て
は
、
何
ら
か
の
対
策
を
講

じ
る
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

【
待
機
児
】
利
用
調
整
を
必
要
と
し

な
い
、
認
証
保
育
所
、
定
期
利
用
保

育
事
業
や
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の

認
可
外
保
育
施
設
を
含
め
た
多
様
な

保
育
施
設
の
利
用
を
促
進
し
て
い
く
。

社
会
保
障
の
充
実
に
向
け
た
Ｐ
Ｒ
を

【
問
】
介
護
へ
の
就
業
を
区
が
推
奨

す
る
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
出
し
て
ほ
し

い
と
の
声
が
あ
る
。「
介
護
に
つ
く

人
応
援
し
ま
す
」
と
い
う
雰
囲
気
を

保
育
と
同
様
に
作
っ
て
欲
し
い
と
い

う
が
、
何
か
工
夫
で
き
な
い
か
。

【
福
祉
】
従
来
よ
り
実
施
し
て
い
る

「
介
護
の
し
ご
と
就
職
・
面
接
会
」

に
お
い
て
、
今
年
度
か
ら
託
児
コ
ー

ナ
ー
を
設
置
す
る
等
、
子
育
て
中
の

方
で
も
参
加
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

に
努
め
て
い
く
。

　

ま
た
、
３
月
発
行
の
あ
だ
ち
広
報

介
護
保
険
特
集
号
に
お
い
て
、
介
護

の
現
場
で
働
く
方
の
声
を
掲
載
し
て
、

仕
事
の
や
り
が
い
を
ア
ピ
ー
ル
す
る

等
、
介
護
の
仕
事
の
イ
メ
ー
ジ
向
上

に
努
め
て
い
く
。

周
知
徹
底
で
よ
り
効
果
的
な
支
援
を

【
問
】
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
連
携
し
た
食
の
支

援
に
つ
い
て
、
紹
介
や
案
内
等
の
区

の
情
報
提
供
に
よ
り
、
以
前
と
比
し

て
利
用
世
帯
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し

た
か
。

【
貧
困
対
策
】
ひ
と
り
親
家
庭
に
食

の
支
援
に
つ
い
て
広
く
周
知
す
る
た

め
、
平
成
29
年
12
月
の
ひ
と
り
親
家

庭
等
医
療
費
助
成
の
医
療
証
の
発
送

時
に
、
食
料
配
布
の
実
施
場
所
や
利

用
方
法
に
つ
い
て
の
案
内
を
同
封
し

た
。
約
５
千
世
帯
に
郵
送
し
た
結
果
、

利
用
世
帯
数
は
、
従
来
の
10
～
20
世

帯
か
ら
約
90
世
帯
へ
と
大
幅
に
増
加

し
た
。

　

ま
た
、
お
弁
当
配
布
の
利
用
者
も
、

30
組
か
ら
40
組
へ
と
増
え
て
お
り
、

情
報
提
供
の
工
夫
に
よ
り
多
く
の
方

に
利
用
し
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に

な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

平
成
30
年
度
予
算

◇
平
成
30
年
度
足
立
区

　

一

般

会

計

予

算

◇
平
成
30
年
度
足
立
区

　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
30
年
度
足
立
区

　

介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

◇
平
成
30
年
度
足
立
区

　

後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

　
（
各
会
計
予
算
の
内
容
は
８
面
に
掲
載
）

平
成
29
年
度 

補
正
予
算

◇
平
成
29
年
度
足
立
区

　

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　

補
正
額　

３
億
３
千
981
万
円

　
予
算
総
額　

２
千
797
億
８
千
561
万
円

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
平
成
29
年
度
足
立
区
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）

補
正
額　

△
69
億
８
千
236
万
８
千
円

　
予
算
総
額　

898
億
894
万
９
千
円

◇
平
成
29
年
度
足
立
区
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）  

　

補
正
額　

△
３
億
１
千
530
万
４
千
円

　
予
算
総
額　

565
億
６
千
584
万
８
千
円

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
平
成
29
年
度
足
立
区
後
期
高
齢
者

医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）

　

補
正
額　

３
億
112
万
７
千
円

　
予
算
総
額　

142
億
２
千
758
万
２
千
円

条　

例

◇
足
立
区
特
定
委
託
業
務
評
価
及
び

調
査
委
員
会
条
例

　
　

足
立
区
特
定
委
託
業
務
調
査
委

員
会
の
名
称
、
所
掌
事
項
等
を
変

更
す
る
も
の

◇
足
立
区
自
治
基
本
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

足
立
区
基
本
構
想
の
策
定
に
伴

い
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

職
員
の
定
数
を
改
め
る
も
の

◇
足
立
区
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

育
児
参
加
休
暇
を
新
設
す
る
も
の

◇
公
益
的
法
人
等
へ
の
足
立
区
職
員

の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

職
員
の
派
遣
先
を
追
加
す
る
も
の

◇
足
立
区
国
民
健
康
保
険
出
産
費
資

金
貸
付
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
　

国
民
健
康
保
険
出
産
費
資
金
貸

付
基
金
の
額
を
減
額
す
る
も
の

◇
足
立
区
立
図
書
館
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

宮
城
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
図
書
館
の

移
転
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の

◇
あ
だ
ち
都
市
農
業
振
興
プ
ラ
ン
推

進
協
議
会
設
置
条
例

　
　

あ
だ
ち
都
市
農
業
振
興
プ
ラ
ン

推
進
協
議
会
を
区
長
の
附
属
機
関

と
し
て
設
置
す
る
も
の

◇
足
立
区
に
お
け
る
住
宅
宿
泊
事
業

の
実
施
に
関
す
る
条
例

　
　

足
立
区
に
お
け
る
住
宅
宿
泊
事

業
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
定
め

る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
足
立
区
高
齢
社
会
対
策
基
本
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

足
立
区
基
本
構
想
の
策
定
に
伴

う
改
正
の
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す

る
も
の

◇
足
立
区
障
が
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会

生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の
改
正

に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
身
体
障
が
い
者
大
谷
田
ホ
ー

ム
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇
足
立
区
知
的
障
が
い
者
大
谷
田
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

◇
足
立
区
精
神
障
が
い
者
自
立
支
援

セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

以
上
、
３
議
案
い
ず
れ
も
障
害

者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す

る
も
の

◇
足
立
区
集
合
住
宅
の
建
築
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例

　
　

集
合
住
宅
の
建
築
及
び
管
理
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の

◇
足
立
区
竹
ノ
塚
駅
中
央
地
区
地
区

計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物

の
制
限
に
関
す
る
条
例

　
　

建
築
基
準
法
の
規
定
に
基
づ
く

地
区
計
画
を
実
施
す
る
も
の

◇
足
立
区
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

建
築
基
準
法
の
改
正
に
伴
い
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
　

一
般
区
営
住
宅
の
使
用
申
込
者

の
資
格
の
収
入
基
準
を
改
め
る
ほ

か
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
等
の
改

正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
立
公
園
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
　

都
市
公
園
法
等
の
改
正
に
伴
い
、

運
動
施
設
の
敷
地
面
積
の
基
準
を

定
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る

も
の

◇
足
立
区
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

　
　

足
立
区
基
本
構
想
の
策
定
に
伴

う
改
正
の
ほ
か
、
足
立
区
都
市
計

画
審
議
会
に
常
務
委
員
会
を
設
置

す
る
も
の

◇
足
立
区
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施

行
す
べ
き
区
域
に
係
る
地
区
計
画

の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制

限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

　
　

地
区
計
画
の
変
更
に
伴
う
も
の

の
ほ
か
、
建
築
基
準
法
の
改
正
に

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
江
北
三
・
四
丁
目
地
区
地

区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築

物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　
　

地
区
計
画
の
変
更
に
伴
う
も
の

の
ほ
か
、
建
築
基
準
法
の
改
正
に

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
に
お
け
る
保
育
の
利
用
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

弘
道
保
育
園
、
沼
田
保
育
園
及

び
大
谷
田
第
二
保
育
園
を
廃
止
す

る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
足
立
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

行
政
系
人
事
・
給
与
制
度
の
見

直
し
に
伴
い
、
給
料
表
を
改
定
す

る
ほ
か
、
規
定
の
整
備
を
す
る
も
の

◇
足
立
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

幼
稚
園
教
育
職
員
の
扶
養
手
当

に
係
る
扶
養
親
族
の
区
分
、
支
給

額
等
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整

備
す
る
も
の

◇
足
立
区
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を

整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の

事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
等
を
定
め
る
条
例

　
　

介
護
保
険
法
の
改
正
に
伴
い
、

足
立
区
に
お
け
る
指
定
居
宅
介
護

支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
も
の

◇
足
立
区
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

保
険
料
率
を
改
定
す
る
ほ
か
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
足
立
区
特
定
教
育
・
保
育
施
設
、

特
定
地
域
型
保
育
事
業
等
の
利
用

者
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
　

低
所
得
者
層
に
係
る
利
用
者
負

担
額
を
改
定
す
る
も
の

◇
足
立
区
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

退
職
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定

す
る
ほ
か
、
規
定
の
整
備
を
す
る

も
の

◇
足
立
区
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

保
険
料
率
を
改
定
す
る
ほ
か
、

規
定
を
整
備
す
る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

そ
の
他
の
議
案

◇
負
担
付
き
贈
与
に
か
か
る
財
産
の

　

受
け
入
れ
に
つ
い
て

　
　

東
京
都
所
有
の
土
地
の
贈
与
を


